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その通販サイト本物ですか？偽サイトに警戒を！ 

関税で没収されます 

 

インターネット通販で「注文した商品が届かない」「商品は届いたが偽物だった」など「偽通販サイト」
に関する相談が多く寄せられています。購入前に偽サイトかチェックしてみましょう。 
□サイトの URL の表記がおかしい□日本語の字体、文章表現がおかしい□販売価格が市価より大幅に値
下げされている□事業者の住所や電話番号の記載がない、又は虚偽の情報が記載されている□事業者へ
の連絡方法が問い合わせフォームやメールだけ□支払い方法が「振込のみ」や「代金引換サービスのみ」
など限定されている□通販サイト内のリンクが適切に機能しない 
一つでも該当した場合は「偽サイト」だと疑ってください。 
不安に思った場合は、消費生活相談窓口にご相談ください。 

仏壇を買いに店に出向いた。気に入ったものが見つか
ったので、購入。配送は後日にされる約束をした。し
かし、配送前に他店でもっと気に入った仏壇を見つけ
たので、キャンセルを申し入れた。店はキャンセルに
は応じるが、申込金として支払っていた１万円の返金
はしないと言われた。 

売買契約は当然にキャンセル（解約）できるものではあ
りません。解約には、商品に不具合があるなど、きちん
とした商品が提供できない場合にできる「法定解除」。
契約の時に解約の内容を決めておき、その内容に従って
解約する「約定解除」。お互いの決めた内容で解除する
「合意解除」があります。レシートをもっていけば返品
できる店舗もありますが、これは合意解除に当たりま
す。これは店舗のサービスであり、当然にできるもので
はありません。 

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

6 件 

6 件 

1 件 

41 件 

2 件 

0 件 

0 件 

0 件 

15 件 

2月の相談件数 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 
例えば、架空請求はがき等 


